
お
う
務
事

平

。
の
務

い

成

）
う
で

号
法締
。
て
の
ち
あ

年

海
る
２

１

北
め
第

定

昭
以

の

特
の
す

囲
道
規
条

２
定

北
定
健

表

例
２
る

を
保
則

条
の
毒

道海 保
め
福
平
の

北

定

海

北
め

道

海
る
平

規

道
規
成

則

保
則

第

健
の
年

福
一

〇

〇

〇

道

道

海
を

海

海

北
囲

北

北

健
る

員

業

保
め

職

企

道
定

施
規
っ

福
規

失

職

下
法
行
則
て

月

」
に
に
別

この

係
基
に

日

る
づ
規

項
と
に
い
事
く
則

曜水

受

日

理

）

和 。む含を者る第律法年

の
及

る
祉
成
１

例
２
物

）

の

別表
項
び

規
部

劇

則
の
年
項
海
同

１
に
物

の
事
北
を

第

の

部
処
道
表

の
規
取

一
務

よ

改
の
則
１

号
に

を
理
規

２

物
第
る

正
特
第
の

毒
）
及
４
法

す
例 関
）
項

び
条
第

る
に
号
の

規
処務事の部祉福健

劇
の

例特の理 に

物
２
条

則
す
の
と

祉
部
月

号

部
を

処
る

務
す

事
正

の
改
日

規

員

す関に例特の
則

理
規

一

退

職

部
の

者

退

祉
則

業

規

務
を

手

当

事
部

職

手

の
す

給

の

理
正

支

程

処
改

当

の

目

を

例
規

程

部

特
る

規

一
道

改

に
則

の
企

一
訓

関
…

規

正
業

す
…

部

北

責扱取物劇物毒う行が

、

取
第
第

る
一
し

に者任

項
項

例
を
同

締
２
１

条
部

基
の
に

施
に
に

に
次
表

法

の

細
い
定

づ
よ
１

行
お
規

準
る

市
に
項

則
て
す

き
う

す

村
正
し

昭
用
者

町
改
と

和
る
同

が
す
て

関

理
。
の

年
同
条

処
る
次

町市きづ基に例条るす

条る

処

す

よ

北
条
第

が村

市

北

きづ基に例

則

高

理処

事

が

知

村

道

町

海

す

す

管

る

る
…

を
理

規

条
…

改
規

正
令

例
…

則

程
程

…

訓

…

基
…

る

…

に
…

す

づ

次

…

…

市
…

…

…

き
…

令

…

村

…

…

町
…

処
健

…

が
保

…

…

す
祉

…

業

理
福

…

企

道海

第
職
す
記

あ
号
当
者
６

に
４
手
る
第

公

出届るす関
っ
の
支
に
号

の

第
２

３
て
規
給
係
様

第項

項
に

事

に

道
１
項

る

う

海
規
定

の

え

則
の
規

務

加

規
定
す

範

る

第

北

北
す
第
正

を囲

。

海
平

海
る

事るす理
道
成

北
道
。
条

海
職

の

範の務

み

範

る

の

は

務事

橋

る

職

を囲

海北

こ

道

の

訓

規

令

附

る
部

局

則

課

課

務
務

事

務

事
総

人

総

範
）

）

）

の
課

る
律
係
基
に

ジーペ

第
薬

る
づ
規

印

発

電

行

話

刷 富

北
総

士

内

務
－

－

部
海

線

プ

法

リ

制

－
ン

道

－
文

ト

書課

）

）
定

３
の

条

で

の
１

２

１

第

に
請
就
の

は
定
申
る
式

の

記
よ
書
業
２

別

報

６
退
、
進
よ

第
る
に
促
に

様
手
項
当
就

号
職
同
手
る

式
当
第

業

２
あ
号
下
当

の
に
５
以
手

に
っ
」

に

を」２の号
よ
て
を
就
相

第条同
る
は

業
当

４第項 号

職
失

出

員
年

道
員

見

失

失
者

中

業
月

員
業

し

者退
日

業
退 当

職

手

退
手

就

職

者
職

再

給

当
給

当

支

手
支

手

当

職 規

を

程

給
程

」

規

支
規

等

の

第

は
則

、

号

成平 月４年

訓

事

事
く
則

施らか日１

法

務
事
で

の
務
定

号
和

ち
あ
る

の
昭

う
で
め

）
規
っ
も

施
法
に
に
別

年

則
て
の

行

規
明
規
返

げ

証

証

証

の

掲

書
則
書
則
納

る
規
明
規
明

第
の
第
の
第
の

も
則
書
則

の

る

特
の

表

め

３
の
第
の

１

も

例
項 定

の

別
規

２

例
に

の

の

条 薬
に

に

項

次の

第
す

項

表

す

施
て

よ

法
い

の

事
お

次

退

就
記
う
当
る

再
別
の
手

手

手
７
雇
と
職

職
第
ち
」

支

に
様
保
う
当

当
号
用
い

申

当
に
法
）
給

相
式
険
。 相

請

す
よ
第
に

る
る
職
用
の
す
に

退
常
条
当
書

号

、に」
手
就
２
る
、
退
同

」２の号３第項同
当
職
第

外

一

程
昭

を
業

部

の
和

就

を

一
海

手

正

を
北

進

改

部
年

促

訓

す
訓

等

る

正
道

当

す

改

改

を

北
訓
第

に

令

る
令

」

次

海
令

の

同

よ

知

）

、

の

道

号

め

。るす行

う

事

令

条
理

７
書
８
再
８
返
９
受

付
第
の
の

条
換
条
交
条
納

定

１
交
１

３
受
規

第
え
第

よ

の

の

の

に

項
付
項

項
理

に

に

配

定

定

定

る

規

規

規

売

る

る

る

販

よ

よ

よ

置

に

行

う

置

置

置

業

配

配

配

」

え

則
則

加

細
規

に

う
和
い

。

昭
と

る

規
づ

道
基
海
に
北
）

年
。

支
支
１
職
号

則
く

第

給
度
項
手
ロ

請
に
１
に
該

申
金
第
当
に

書
相
号
あ
当

号

、
す
に
て
る

に
当
イ
っ
す

項
退
当
別
に

同
る
該
は
者

一

条
、に」号４第項同

次

項

め

を

１

定

高

部

第

に

は

よ

。

の

中

る

橋

先出

改

第

み

に

条

る

う

同

庁本
関機

業

の

売

売

売

等

販

販

販

者

等

等

等

分

者

者

者

身

業

業

分

書

身

身

身

明

の

の

の

証

分

分

務
第
事

こ
次

下
、
以
ち

。
う
号
の

の
に



月

当

月

手

年

年

業

給

就

支

日

日

月

月

年

年

日

相に

日

第記別

様同、り削を

円

５

係
号
係
記
第

様

式

号２

」

就
式
就
７
号

る
様
る
第

業
の
業
号

平

促
３
促
様
に

成

進
に
進
式
改

手
よ
手
に
め

年

当

日

手職

給

退る

支

す当

円

円日

過

支

経給支

数

の

平

平

回第

回

日

第

円

中）面４第

回

回

回

和昭

第

第

第

第

第

式
」

回

回

平

平

及正大中）面１第

当
る
当
よ
る

び

平

平

平

再

る
。

月

以
就
以
常

下
職
下
用

日

手

就

再
当
常
職

水

就
に
用
支

曜

職
相
就
度

日

手
当
職
手

明

）

相

」
る
度
に

当
す
支
当

治

額金給

い
職
当
当

と
退
手

第

第

円

」

円

数日残給支

成

円

受数

回

回

回

日

回

第

月

を

年

円

年成

回

回

回

平

第

第

第

日

成

月

月

年成平日月年成

月

年

年

年

年

年

成

成

成

成

平

日

日

日

日

日

月

月

月

月

年

成

成

成

成

成

平

平

平

平

年

年

年

年

式様同、り削を」成平

手
」
す

３

月

月

月

月

月

第

職

）
支
い
退

。
当
と
る

う
請
）
当

相
申
。
手

に
給
う

申

る
に
相
給

す
書
に
支

当
項
る
書

職
同
す
請

退
、
当

に
２
職
、

当
第
退
に

手

北

、に

あ
号
手
条

月年

年

年

年

付

業
う
失
よ

し
に
を日

日

日

日

月

月

月

日

日

月

月

月

日

年

年

年

内

日

ま

業
う

日

失
よ
に
し

失
よ

に

日日

日

日

日

日

業
う
就

）面

る
第
め
記

月

改
別

日

中

っ
に
当
例

日

。
４

」成平

て
該
に
第

は
当
あ

海

記
る
て
第

別
す
っ
条

第
者
は

６
に
別
項

道

年

年

年

付受

公

定
る
認
す
の
と

月

月

月

年

し

探

イ

アけ
中

受
間
を
期

い

た

な

し

伝
。
手
か
は
た
又
し
職
ま

い

又
た

認
す

の
と
職
し

の
と

定
る
は
か

定
る

認
す

労

受
間

該

を
期
就
。

を
期

るす

け
中
を

け
中

当

受
間

な

○

し

し

し

に所

ア

イ

ア

資
付
給
を

た

い

た

受
印

を
」

式様号

け

就

年

表

受

月

中）面

日月

を

月

」

年

日

成平

付

日

日

日

報

人
を
知
）み

月

日

年成平

介紹
た
の
し

人
、
求
日
り
月
よ
の
に
そ

っ

に
業
者
事

収

内
た

入

職
日

の

又
及

月

月

月

月

っあ

は
び

た

手
そ

日

を

そ

い
額

伝
の

日

日

日

日

が
し

入

入
載

収

収
記

の

の

職

く

格

あ
て

額

円

円

円

円

は

職
さ

失
必

又

内
だ

者
、

労

は
。

認
な

就

又
い

業
要

告
を

た

伝

申
柄

し

手

定
事 し

を

し

載

日

を

書
記

月

い

削

だ

し

は

く

載

人

て

記

た

日

」

面

同

、

、

裏

に

り

就用

式

）

常

様 次

金

を

度

）

年

支

面

職

裏

年給

円

支日

よ

を

の

月

」

日月

外号

び及
接
名
面
所

込
いつ

申
に
の
果
職
結
求

た
だ

っ
く

何

人
さ

日

は
い

分

、
。

収の

収

入

入

日

日

日

日

か

の

さ

て

そ

あの

分

分

分

分

い

を

）

さ

日

。

だ

月

い

く

てし載

。

記

支

職

め

就

改

用

に

日

常

う

月

」当

年

手

給

度

。

支

る

第

平

日

」

成

号

年



事
場
間
労
収
る

平

が

業
合

」
入
こ

成

４

主
な

と
額
と

時

」合場た
に
ど

は
が
。

年

自
含

３

４
の

間

雇
働

い
賃

所

の
業
の

役
を
労
営
む
な

出
欄
員
開
働
業
。
お
欄

に
２

頭
の
、
始
時
を
）
、
の

ら
し

嘱
す
間
営
を
賃

か欄

の

項
の

記

事
こ

上

意注
１ 告

と

申

、
か
仕
ば
れ

今
所
た
れ
ら

共
自
が
す
す

公
ら
事
、
ま

職
か

公
外
就
た

に
以
て
し

職
も
先
。

共
で

未

用
い

え
金

月

満

さ
た

な
日

れ
場

い
額

日

用

場
又

度
最

雇

た
合

程
の

水

保

合
は

の
低

曜

険

、
ボ

も
額

日

の

自
ラ

の
未

）

被

営
ン

満

険

を
ィ

日
場

保

業
テ

１
の

いいをとこ

者

営
ア

の
合

活

労
は

で事仕なんど、 あ

と

ん

職

た
就
託
る
が
む
い
金
内
の
又

日
職
に
た
４
等
う
等

た

報
は

か
又
な
め
時
の
。

準
以
め

酬
手

ら
は
っ
の
間

労
場
備
上
公

が
伝

認
就
た

」

日
」
合
や
の
共

無
い

定
と
な
ボ
も
職

く も
は

こ
は
ど
ラ
の
業

て
と

の
、
お
ン

安

職
雇

申
事
よ
テ
４
定

就
、

告
業
そ
ィ
時
所

のでま欄

間
が

又
用

を定認の業失
は

り

年

書

お

受
書
主
職
ア

す

の

ま

業

し

月

失

告

、

申

け受を定

。

日

認

。

職
分
紹
ぐ
か

自
そ

とる

れ
じ

安
適
さ
応

業
に
介
に

る
応
な

か

れ

れ

ア

イ

定
し

ら

ら

た

じ

じ
い

っ

応

就

のそなさ探イ

じ

妊

応

き
探

業
引
を

理

ら
病
個
娠

所
い
ま

定
続
し

安

働
こ

具
新
月
載
そ

て

募
記

間
に

る

場
を

時
れ

な

だ
動

４
ま

合

、
た

が
含

場

合
し

間
る

除

人
合

時
れ

を

他
場

上
と

。

仕
ど

以
こ

く

の
な

あ
あ

で

の
、

で
が

）

事
で

て
。

っ

助
則

っ
る

あ

手
原
け
と

北

収てっよにれそもてっ
保

た
を
し

も
）

て

得を入

業

就
険

を
に
業
活
未
職

は

を
で
を

労
法

提
雇
と
動
満

さ
て
し
あ
紹

し
第

出
用
し

する
れ
認
た
っ
介

た と
の

日
た
め
場
て
し

こ
条

な
雇
も

に

）
場
ら
合
、
て

ま
合
れ

る
己

で
、
る
ど
用
す

な
自

険
に

も
の

の
自
も
で
保
ぐ

に
っ
の
は

の
労

期
営
の
あ

を
を
就
て
被
応

で
働

間
業

と」間期るすとうよけ

営
い
、
保
じ

あ
に

前、は

開

、

業
他

に

営
の

き
回
い

必

格

人

予

資

本

の

給

ず

始

受

る

名

載

あ

氏

記

が

者

が

定

気
人
の
職

とこ

め

る

た

す

け
又
め
定

な
や
的
た
予

れ
な
家
家
あ

理
が
は
、
が

い
健
的
の
た

は
ど
庭
事
る

由 す
上
情
合

で
康
事
都
め

何

め
め

。
理
た
た

か
の
の
の

し載記に的体具を由

由

等

だくて

広
、
て
他

体
聞
日
し
の

さ

に
告
応
く

的 載
よ
事
さ
体

記
に
募
だ
具

て
応
所
。
に

し
り
業
い
的

だ
し
及
。
載

く
募
名
）
記

い

結

て

さ
た
び

し

を

、

）
の
に

だ

。
そ
果

く

て
１

１
い

し
て

、

収
日

日
う

就

海

を
労

た
の

又

入
の

当
も

職

た
時
就
の
あ

得
働

り
で

は

道

事

申
の

申
で

５

６

公

ちわなす、合場

約

に
る

業

請
予

請
あ

上４ ２記
主

に

こ
っ

う
ん
た
原
険
ら

る
よ

と
な

と
て

。
だ
場
則
者
れ

合
又
し
な
い

。
収

場
合
と １

場
合

を

、
は
て
る
場

入

、

社
営
日
合
を

得

会
自

上

定安業職共公、

２記

）

。

の

職
日
記
さ
当
面
を
く

３

く
さ

業
等
載
い
た
の
よ
だ

記み

に
に
し

っ
注

や婚結、ばえ例
）

申

就
事

１

２

。い ６第記別

職

３

号

の
て

。

聞
い

い

。
新
つ

さ
別

応
に
、
的
称
体
名
具

）
第

い

記

５

６
た
欄
○
欄

６

含

る
あ

る
合

を

係
が

係
場

む

就
っ

就
に

報

）

に
か

に
公

。

業
た

業
、

あ

い
か

い
職

で

つ
否

つ
共

離
定

か

、

、
安

る

て

て
業 は

職

理
又

か

共

職
所

否

公

び及

定

よ
業

安

に
職

業

由

は主業事の所業事の３

３び及

資

所

る
紹

給受、

年
り誤に

日
実事載

月
記の こい

話

話

話

な

電

電

電

の

読
。

就
つ
て
記
て
意
お
い

裏
き
み
）

い
い
く
載
は
書

。

た
て
だ
に

ア

雇

支

外

就

の

以

一

ア

ウ

エ 対

就

業

用

週

用

給

の

雇

１

期

先

約

の

間

象

業

契

間

期

の

所

間

電

の

定
定

の

事

間

労

中

話

期

定

７

時

め
め

就

業

）載

が

働

所

者

の
所
合場

先

の

請

業
称

地在

名氏

名

業就

〒

に当手

２の式様 第

相

）係関条

住

の

式

ア
会
イ

様

の
○
の

号 の

に
社

を
接
○

を

印
面
に

２

○
へ

付

よ

け
行
を

の

付
に
印

次

は
が
た

に

人
た
け

う

た
っ

例
賃
は

め

、
、
人

改

者

求

制
業

の

付
事

へ

給
介

中
介

申

間
紹

の

期
の

職

限

日

初
け

の

最
受

み

の
を

込

か

雇

か
否

に

１
か

前

の
た

用

月

号

業事の前職離る係に格 主
イ

ア
イ

ア
イ

連関

外

るす明

）

）

）

証をと

ア

。

名
っ
氏
あ

主
に

業
人

事
法

な
あ

業

のそ、

計

は

合

て

数

等

）

以

し
り

日

所

日

間

場

合

就

るあ

間

イ

で

時

上

〉

業

合

分

計

年用

年
年

ウ

雇

日

間

イ

期

日
月

業

日

か

月

月

就

当

所

表
す

〒

申給支当
）
手

面
職退る 書請

所業事

低
の

ば
が
そ

。

え
金
、

る

断
○
で
を

月
の
由

○
い
理

日
」
中

人
。
の

知
た
）

、
っ

さ
具
体

介
ど
具

紹
な
に

に

離

雇
雇

紹
紹

第

前

の
の

を
を

職

用
用

介
介

事

予
予

受
受

主

が
は

た
て

業

約
約

け
け

号

た

い

は

っ
い

な

で

あ
な

い

いな

名

るあで主業事前職離

者表代び及

日

日

日

日

称

で

数

日

ま
）

日

）
印
名氏

容

日

内業

月

就エ

年

）話電

）話

号

電

番

載

機
に
記

て
的
に

れ
体
的

る
こ

を
す
る

工
載
す

械
記 。

て
と
。

め
こ
と

求



は

こ
４

に

５
６

就
請
び

給

申
及

ウ
支
エ
の

３

４

欄

業
象
業
書
５

就
対

あ
主
３

っ

。

で
業

行

と
載

申
以
請
っ
か
の
ア
た
イ
記

場

載
５

欄
就
合
就
例
月

上
者
て
ら

に
業
な
業
：
１

の
は
、
受

回

す
２

期
、
郵
け

場
た
）

申
な
注

２
る
ま
注

と

合
、

請
お
）
事
れ
る
の

日
、
就
項
るこ
知
就
に
記
一

の次らか

と
事
職
記
載
の

」
代
業
の

票
を

注
１

認確
欄
理
手
３

事
こ
前
の
を
受

月

意

の
そ 業

え
る

日

項
の
日
失
添
け 要

で

請
で
の
て
必

ま

申
ま

回

北
の当

次

書
の
認
提

平

職

道
給

申

海
支

成

業

職
を

請

紹

員
申

日

年

、

数
間
容
は
は

日
期
内
に

用

欄
の
欄
就
雇

」
中
」
、

約

は
業
は
し
契

に
就
に
業

締

数
そ
こ
を

、
日
、
た 証

し

合
就
を
結

ア
の
の
と す

就

業
を
の
明
て

就
計
業

給
す

の
載
体
る
業

先
記
具

日

場

業
る
な
与
る

事
す
的

間
就
送
る
は
先
ど
期

に
職
又
こ
、
の
特
間
５
、

つ
し
は
と
３
事
定
」
月
５月

い
て
代
。
の
業
で
欄

所
き
に
日
４

人

欄
等
な
は
か
日

て
被
理

険
に

に
」
い
、
ら
、

雇
保

契
者
よ

該
欄
も
そ
５
５

用 約
資
る

当
に
の
の
月
月

を
格
申

す
は
は
就

」

締
を
請

る
、
記
業
日
日

で
の

結
取
が

就
就
載
し
ま

日
」
日

し
得
認

業
業
不
た

）
に
を
ご

て
し
め

以
先
要

事
と
つ
雇
と

就
た
ら

外
の

が
が
先
載
内
雇

業
場
れ

の

確
認
の
す
容
用

を
人
当
に

実
め
事
る
を
契

確
に
の
記

で
た
業
こ
証
約

認
よ
支
載

あ
も
所
と
明
の

の
る
給
し

る
の
」
。
す
期

上
申
対
た

、
請
象

が

そ
の
と
就
と
に
欄

る
間

類
７

の
場
な
職
認
限
に

書

。
、

日

日
合
る
又
め
る
は

ま
は
職
は
ら

上

で
、
業
就
れ
）
３

雇
以

契
で

に
委
に
労
る
を
の

用

う
の

約
あ

支
任
就
」
職
い

該
又
。

書
る

給
状
い
に
業

のでま日前の日
申
が
た

郵は又人理代に間
請
必

当
は
）
一

、
場

間
を
す
な

は
期
定
出
の

送

こ
者

原
を
受
る
い

理
欄

、

給

と
う
る
と
に

支

則
い
け

て
以

た
い

決

し
。
日
。
つ

下
し
は

年

、
下
以
だ
て

定

失業
支

、
、

月

対
認
職
の

の
給
確
就
そ

日

期
」
て
の

定
象
日
し
後

認 受
間
と
被
支

を

年

裏

介

失
請

け
」
い
保
給

事

業
し

※

月

者

退
す

業

者
ま

年

処

の

職
。

支

日

称

当

給

名

手

月

水

支

曜

規給

日

様

金

日

程

額

）

第

細
合

所
こ
内
明

項１第条

な
該

」
。
を
書
に

等
と
容

に

に
の
す

と

潔
ど
当

ご

簡
の
の

業

載
料
も

就

記
資
る

日

こ
し
○

た

る
写
を

し

す
付
む

の

。
添
囲

数

と
を
で

用
に

。

を

る
と

計

す
こ

合

て
契
就

す
合
る

す
業
そ
い

等
電

約
業

る
な
場

べ
所
の

す
ど
合

て

べ
、
に

の

話
ア
期
し

と
場

て
そ
つ

就
自
番

間
た

業
し
合

の
の
い

業
宅
号
就

場
就
て

に
で

、

合
職
、

つ
あ
自
先
て
は

事
業

を
以
２

い
れ
宅
の
就

い
後
及

て
ば
の

う
失
び

以

場
業
し 場
、

。
業
３

下
自
合
所
た

の
の

の
宅
は
等

要
」
記
」
合

認定
欄

領
と
載
ご
は
、

を
の

で
記
不
と
、

」

を
要
就
し
事
以
の

雇
合

通
と

行
と
業
、
業
外
雇

入

う
な
し
か

に
用

、

こ
る
た
つ
そ
就
契

知
は

等
上

と
こ
）
、
の
業
約

書

期

）
記

。
と
場
安
事
し
の

場
間

の
１

）
。
合
定
業
た

た
よ
合
が

写
の

。

と
し
に

、
職
り
を
７

し

は

以

添
）

受
業
受
い
日

を
注

給

給
う

で

す
掲

資
１
資
。
上

付
に

に

者
を
者

あ

る
げ

格
年
格

し差もてし請申てっよ

失
超
が

る

こ
る

いなえ支

。
者
請

月

よ
と
う
険
申

こ

と
う
）
資
を

う
い

面

す
。
に
格
支

日

）

中
業
取
対

考

る
）
失
を
給

職
の
し
期

間
に
者
得
象

期 回
に
職
場
ご

前
業
退
た
間

失
い
当
な
に

の
就
手
合
と

の

給
、
う

業
た
支
ど
行

定
業
請
の
と

認
就
申
そ
こ

規の

請

り

申

よ

備

話

に

電

定

円

り

）

おと

名

の

氏

記

者

上 手業就

北

場

し

。
の

載

と
こ

記

こ

当

合

、 手職欄

の

」

欄

計

４

合

、

当

受
記

記
載
要
に

」

け
載

載
。
）
す

と

る
内

す
自
を
べ

記載

必
容

る
営
記
て

要
の

こ
準
載
記

）

の
証

と
備
す
載 る

と

な
明

。
活
る
す
」
。

者
事

を
と
こ
記

い
を

動
こ 。

月
い
度
当

海

年
つ
支
相

北

立

合

。
業

業
え
自

場

と
就

き
る

あ

定
引
す

」

で

認
て

申 書
き
と

）

て

告
続
こ

注

っ

注
用
で

該

７

の
雇
が

に

、

業
主
の
証
明

意
さ
き

当

日

事

と

開

事

、合場のこ
と

記

始

業

事

雇

職

賃

上

次
た

か
た
と
職
し

日
し
書
就

合

今
場
緒
後
場

ら
）
一
以

の

受
業
の

回
合
に
失

定
）
資
認
認

認
注
給
の
確

日
、
格
定
日

記別

別

第

記

６

第

申

就

号

６

す当相に

海

退る 手職

道

の

る
も

事

７

関

６
も
の
な
業

公

給支の

連
出
欄
の
で
お
を

日

。す

月

まし請

年

申を

の
又
る

職

の
日
て
金
す

道

職

失

入
３
再
は
退

員

雇
前

月
間
職
用
手

業

年
年
就
常 職

の

退

日
に
手
就
当

者

年 月

は
け
、
支
受

職

又
お
当 用

手
の

当

事
る
常
度
給

手 給

日

開
業
就
当
有

支

業
就

第

ア

イ

程規

始
に
職
に
無

退

退

再
職

再
職

年

記

業
た

始

の

金

し

入
開

種

額

事

業

月
月

載

事

年

日

誤

所

事

に

）
日

実

）

日

所

い

地

類

な

種

の

在

の

り

業

職

月

明

円

証を

年

と

〒

こ

様

号

先

請

式

様

の

式

者

の

３

の

氏

名

２

名

の

第

再

次に

条

称

当

１

）

手

の

係

職

次

関

就 相

式

に

様

○
る

う

事
資
は
を
あ
、
行

業
等
、

き
業
の

主
の
離
で
と
職
者

」
割
職
囲

報

は
介
と

と
合
理
む
に
紹
こ

に
と
、
事
を

は
が
由
こ

、

の
者
う

就
パ
よ
。
そ
業
い

セ
給
の
職
」
も

業
ー
る
こ

は
で

た
ン
付
場
業
と
の

し

限
、
介
、
あ

事
ト
制
合
紹

こ

所
超
を
申
事
厚
る

業
を

に
者
労
と

が
え
受
請
業
生

定
も
て
係
の
働
。

一
る
け

就
手

就
手

条

名氏者請申

手
を

手
の

１

職
当

職
当

第

、
給

、
ず

の

当
受

当
い

項

用
た

用
も

定

常
し

常
れ

規

職
給

よ

事
法

就
こ

就
受

に

に

支
が

支
し

り

業
人

職
と

こ

記

氏
あ

度
あ

度
た

上

主

又
。

又
と

の

名
っ

金
る

金

常

常
な

お

は

は

は
が

と

て

就

就
。

再

そ

用

用
い

り

、

す

の

間期

日

用

。

雇

る

定
定

内

間

用

週

ア
イ

採

１

月

定

な
あ

年

所

め
め

定

の 間時

日

働労

し
り

〉

電

を

住

当

所

る

え

す

加

表

〒

給支当手
）
職

。

面
退

る

書請申

臣

の
の
い
る
名
大

所業事

で
場
業
と
の

資
）
る
就
称

つ
話
可

の
あ
合
に
電
許

本

受

況
他
は
い
番
を

状
る
に

事
そ
、
を
け

か
の
、
て
号

業
載
又

見
業
の
職
記
、

ら

厚

離
の
間
紹
す
は

て
主
期

と
の
事
こ
生

職
こ
中
介
る

の
を
最
業
と
労

前

号

う
の
か

大

事
い
初
者
。
働

業

外

度

手

称

支

支

職

名

職

職

就

代

当

当

に

び

手

手

当

及

度

当

す

者

相

相

当

表

に

に

相

る

る

退

印
名

す

す

る

氏

当

月か
月

年

間時

年
年

話

）

）

日

でま
）

月

分

日

主
も
１
ら

臣

）話

号

電

番

と
の
か
紹

に

第

密
で
月
介

届

な
る
に
受

を

接
あ
間
を

出

関
こ
つ
け

し

号

に
。
て
就

職

係
と
い
て

て

た

介

る

当
し

紹

あ

該
業

業

も

す



証
明

平

記上

成

の

の 金賃

記

年

事
業
主

日

職

入

就
事

雇

職

請

先

年

業

申

記別

別

５
６

第

記

行

７

第

申
う

号

７

欄
請
よ

様

号

は
者
う

たま

式

様

注
１

２
３

４
、
該
は
事

意

属

用
ら
欄

事
こ
長
な
こ
雇
か

は

項
の
に
お
の

期
請
れ
ま
、

申
提
、
申
さ

所

支

支

支

※

処
理
欄

請
出

載

給

給

決

給

定

給

事

月

に実

年

誤

日

のり

月

水

な

曜

こい

日

日

と

）

円額

す明証を

事

日

の
所

種

月

用雇

。る

〒

称

地

類種

在

の業

名

所

、
業

所

日

住名氏者

月年

当

式

主

す

を

第

る
欄
に

次

記
の
求

の

条

常

号
証
め

よ

関

用

○
を
こ

を
明
る

う

係

就

で
事
と

に

）

職

囲
業
。

改

支

む
主

め

度

こ
か

る

手

。
受

と
ら

。

当

け

に

る

囲で○を」りあめ定イ 合場だん

表
相

当

書
す
間
書
た
で
該

に

と

は
給
び
す

は
る
経
に
受
及

る

、
こ
過
と
後
、
資 者

欄
号

欄
。
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